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平成２１年４月１日 

 

指定介護老人福祉施設 重要事項説明書 
 

                               社会福祉法人 仁南会 

さうす国見 

 

 当施設はご利用者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供さ

れるサービスの内容、利用上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当施設への利用（入所）は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された

方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも入所は可能です。 

 

はじめに 

 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に入所されるには、「住民基本台帳法」第４

条にかかる通知（昭和４３年３月２６日）及び自治省通知（昭和４７年３月３１日）により、

入所日より住民票を当施設の住所地に異動いただくことになります。 

 

１．指定介護老人福祉施設サービスの概要 

（１）サービス提供地域 

全地域 

 

（２）指定基準職員体制 

 ・介護職員     ３１名    ・看護職員     ３名 

 ・生活相談員     １名    ・機能訓練指導員  １名（看護職員兼務）

 ・栄養士       １名    ・医師             １名（嘱託） 

 ・事務職員      ２名    ・他 

・介護支援専門員   １名（兼務） 

 

※当サービスは専用床（９６床）と併設する指定短期入所生活介護事業（４床）

を併設しており、指定基準職員数は併設する指定介護老人福祉施設の指定職員基

準と合算しています。 

   

<主な職種の勤務体制> 

職種 勤務体制 

介護職員 

 早朝： ８：００～１６：００ 

 日中： ９：００～１７：００ 

 日中：１１：００～１９：００ 

 夜間：１７：００～ ９：００（指定基準４名） 

看護職員  日中： ９：００～１７：００ 

機能訓練指導員  日中： ９：００～１７：００ 

生活相談員  日中： ９：００～１７：００ 
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（３） 施設の設備の概要 

 

  ・定員       ９６名 （他に短期入所事業４名） 

 

 室数 面積（㎡） 

個 室 ２４   １６．８０／人 

２人室  ２   １３．９２／人 

３人室  ０        ／人 

４人室 １８   １２．００／人 

居室 

計 ４４   １３．５４／人 

医務室  １   ５０．０８ 

静養室  １   １８．２５ 

機能回復訓練室  ２   ６７．２０ 

食堂  ８  ３２７．０６ 

浴室 

共 用 

 ４  １６６．３３ 

 ① 建物の構造    鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

 ② 建物の延べ床面積   ６，１０６．２７㎡ 

 

２．サービスの内容 

（１）食事支援 

 当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況お 

 よび嗜好を考慮した食事を提供します。介護職員は、ご利用者の自立支援のため離床

して身体状況にあわせて食事をとっていただくことを原則とし喫食を支援していま

す。（朝食：８：00～  昼食：12：00～  夕食：18：00～） 

 

（２）入浴 

 入浴又は清拭を週２回行います。 

 寝たきりでも機械浴槽等を使用して入浴することができます。 

 （ご利用者の体調により、変更・中止となる場合があります。） 

 

（３）排泄 

 排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 

（４）機能訓練 

 機能訓練指導員（看護職員兼務）により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生

活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。な

お、ご利用者の心身等の回復を図る「生活リハビリ」を中心に行います。 
 

（５）その他自立への支援 

 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

 

（６）個別加算ケア（個別加算対象） 

 介護保険法による個別加算ケアとして提供します。 
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３．利用料金 
（１）基本利用料（別表） 

①ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額

（自己負担額）をご負担いただきます。（サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度

に応じて異なります。） 

但し、介護保険法令に基づいて、保険給付を償還払い（いったんあなたが利用料の全

額を支払い、その後市町村から９割分の払い戻しを受ける方法）の方法をご希望の場

合は、お申し出ください。 

 

②提供を受ける指定介護老人福祉施設サービスが介護保険の適用を受けない部分につい

ては、利用料全額をご負担いただきます。 

 

（２）加算（別表） 

①体制加算 

介護保険法の規定により、施設のサービス体制（設備、人員配置等）により、基本利

用料に加えて一律にご負担いただきます 

 

○日常生活継続支援加算 

 ご利用者（入所者）の介護度、状態割合に対する有資格者（介護福祉士）の配置状況

により算定されます。 

 ・要介護４・５の利用者が６５％以上、 

・または認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が６０％以上 

かつ 

 ・利用者数６人毎に有資格者（介護福祉士）を配置 

 

○夜勤職員配置加算 

 夜勤時間帯（午後１０時～翌日の午前５時）を含めた連続する１６時間の職員配置状

況により算定されます。 

 

○看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

 看護師、看護職員の配置状況により算定されます。 

 （Ⅰ）看護師配置 

 （Ⅱ）指定基準以上の看護職員を配置 

 

○精神科医療養指導加算 

 当施設では、認知症の症状を呈する方にも利用（入所）いただいており、精神科医の

療養指導を受けております。 

 

○栄養ケアマネジメント加算 

 当施設では、他職種協同によりご利用者ごとの嚥下機能に着目した栄養ケア計画を管

理栄養士が策定しこれに基づいた栄養管理を行います。 
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②個別加算 

介護保険法の規定により、ご利用者の状態（利用初期、外泊等）により、基本利用料

に加えて個別にご負担いただきます。 

 

○外泊時費用 

 短期入院又は外泊をされた場合にご負担いただきます。（月６日まで） 

 

○初期加算 

 入所日より３０日間は初期対応としてご負担いただきます。 

 

○経口移行加算 

 経管により食事を摂取している方に、経口摂取を進めるために医師の指示を受け、栄

養管理を行った場合にご負担いただきます。１８０日が限度ですが場合により継続され

ます。 

 

○経口維持加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

 誤嚥が認められる方に対し医師の指示を受け、特別な栄養管理を行った場合にご負担

いただきます。１８０日が限度ですが場合により継続されます。 

（Ⅰ）→著しい摂食障害があり誤嚥を認めるもの 

（Ⅱ）→摂食障害があり誤嚥を認めるもの 

 

○療養食加算 

 医師の食事箋に基づく肝臓病食や糖尿病食などの提供を行った場合にご負担いただ

きます。経管栄養のための濃厚流動食は対象外です。 

 

○看取り介護加算（１）（２）（３） 

 医師が終末期と判断し、関係職が本人及び家族に同意を得ながら看取り介護をおこな

った場合にご負担いただきます。 

（１）死亡日以前４日以上３０日以下（２）死亡日以前２日又は３日（３）死亡日 

 

○退所前後訪問相談援助加算 

退所前後、その際の相談援助にかかる費用として退所前及び退所後に連絡調整費とし

てご負担いただきます。 

 

○退所時相談援助加算 

ご利用者（入所者）の同意を得て、退所時に介護状況を示す文書を関係機関に提供し

た場合、関係機関への文書等の情報提供としてご負担いただきます。 

 

○退所前連携加算 

ご利用者（入所者）の同意を得て、退所前に介護状況を示す文書を関係機関に提供し

た場合、関係機関への文書等の情報提供としてご負担いただきます。 

 

○在宅復帰支援機能加算 

在宅へ退所するにあたり、ご利用者ご家族に退所後のサービス相談助言を行う費用と

してご負担いただきます。 
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（３）居住費（別表） 

１日あたり 

 

・個 室  １，５５０円 

・多床室    ３２０円 

 
ただし、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に掲載している負担限度額と

します。（特定入所者介護サービス） 

※入院・外泊時に居室を確保される場合は居住費をご負担いただきます。ただし「福祉

施設外泊時費用」の算定期間又は空床型短期入所事業（ショートステイ）として使用す

る場合は必要ありません。 

 

１日あたり 

 

・個室、多床室 ３２０円 

 

 

（４）食材料費（別表） 

１日あたり 
 
・１，７５０円 
 
ただし、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に掲載している負担限度額と

します。（特定入所者介護サービス） 
 
（５）他の利用費（別表） 

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、ご利用者に負担いただく

ことが適当と認められる費用は、ご利用者のご負担となります。 

・居住費     ・食費     ・居室確保費 

・特別な食事   ・理髪・美容  ・日常生活上必要となる諸費用 

・教養娯楽費   ・通信費    ・光熱水費 

・居室管理料金          ・貴重品の管理（預り金管理含む） 

・事務（代行）手数料       ・医薬品に関する費用 

・施設部品設備等の破損      ・クリーニング 

・外出支援料           ・他 

 

（６）キャンセル料 

キャンセル料はいただきませんが、利用の中止等の場合は、利用日の午前９時までに必

ずお電話等で連絡願います。 

 

（７）利用料金のお支払い方法 

１か月ごとに計算し、あらかじめ登録した指定金融機関による口座振替方式によりお支

払いいただきます。 
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（８）その他 

・平成１７年９月３０日時点で個室にご利用（入所）されている場合は、経過措置とし

て多床室扱いとなります。 
但し、１０月１日以降に退所（入院等による契約の終了）され、再度個室に入居され

た場合は「個室」に該当します。 
 
・一部軽減措置としての「高額介護サービス」「社会福祉法人減免」制度に該当する場

合もあります。 
 
・旧措置者の方で実質的負担減免者（１割負担分が減額されている方）については、上

記の表によらず、介護保険特定負担額認定証に記載された額が負担額です。 
 
・旧措置者とは、平成１２年４月介護保険法施行前に在籍されていたご利用者をいいま

す。 
 

４．施設を退所していただく場合（利用の終了について） 

当施設との利用では利用が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のよう

な事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事

項に該当するに至った場合には、当施設との利用は終了し、ご利用者に退所していただ

くことになります。 
①要介護認定によりご利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 
②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した

場合 
③施設の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になった

場合 
④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 
⑤ご利用者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 
⑥事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

（１）ご利用者からの退所の申し出（中途解約・利用解除） 

利用の有効期間であっても、ご利用者から当施設からの退所を申し出ることができま

す。その場合には、退所を希望する日の７日前までに退所届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に利用を解約・解除し、施設を退所することができます。

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②ご利用者が入院された場合 

③事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本利用に定める介護福祉施

設サービスを実施しない場合 

④事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご利用者の身体・財物・

信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本利用を継続しがたい重大な事

情が認められる場合 

⑥他の利用者がご利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れが

ある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 
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（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（利用解除） 

以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所していただくことがあります。 

①ご利用者が、利用締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故

意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本利用を継続しがたい重

大な事情を生じさせた場合 

②ご利用者による、サービス利用料金の支払いが６か月以上遅延し、相当期間を

定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ご利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他

の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行う

ことなどによって、本利用を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ご利用者が連続して３か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれ 

る場合もしくは入院した場合 

 

 ご利用者が病院等に入院された場合の対応について 

 当施設に利用（入所）中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の

通りです。 

 
 ◆検査入院等、短期入院の場合 

  １ヵ月につき６日以内（連続して７泊、複数の月にまたがる場合は１２泊）の短期

入院の場合は、退院後再び施設に入所することができます。但し、入院期間中であ

っても、所定の利用料金をご負担いただきます。 

 ◆上記期間を超える入院の場合 

  上記短期入院の期間を超える入院については、３ヶ月以内に退院できる場合には、

退院後再び施設に入所することができます。但し、入院時に予定された退院日より

も早く退院した場合等、退院時にホームの受入準備が整っていない時には、併設さ

れている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。 

（入院期間中の身体状況等については随時ご連絡いただきますようお願いします。）

 ◆３ヶ月以内の退院が見込まれない場合 

  ３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、利用を解除する場合があります。この

場合には、当施設に再び優先的に入所することはできません。 

 

⑤ご利用者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に

入院した場合 

 

＜入院期間中の利用料金＞ 

上記、入院期間中の利用料金については、介護保険から給付される費用の一部をご負

担いただくものです。 

 なお、ご利用者が利用していたベッドを短期入所生活介護に活用することに同意いた

だく場合には、所定の利用料金をご負担いただく必要はありません。 
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（３）円滑な退所のための援助 

  ご利用者が当施設を退所する場合には、ご利用者の希望により、事業者はご利用者の

心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご

利用者に対して速やかに行います。 

 

○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

○居宅介護支援事業者の紹介 

○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

 

その際の相談援助内容によりかかる費用として（介護保険から給付される費用の一

部）ご負担いただきます。 

 
５．緊急時の対応方法及び入所中の医療、歯科の提供について 
・医療を必要とする場合は、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができ

ます。 

＜協力医療機関＞ 

医療機関の名称 医療法人鴻池会 秋津鴻池病院 

所在地 奈良県御所市池之内１０６４ 

電話番号 ０７４５－６３－０６０１ 

診療科 内科 整形外科 精神科 循環器科 

 
・歯科を必要とする場合は、下記協力歯科機関において治療を受けることができます。 

＜協力歯科機関＞ 

医療機関の名称 フジモト歯科 

所在地 奈良県御所市大広町３１９ 

電話番号 ０７４５－６２－８１１７ 

診療科 歯科 

 

６．身元引受人 

施設はご利用者に対して、「身元引受人」を定めていただきます。但し、社会通念

上、ご利用者に身元引受人をたてることができない相当の理由が認められる場合は、

その限りではありません。 
①身元引受人は、この利用に基づく利用者の施設に対する一切の保障について責任を

負います。 
②利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するよう

に協力いただきます。 
③利用の解除及び終了時には、ご利用者の状態に見合った適切な受け入れ先の確保に

努めてめていただきます。 
④ご利用者が死亡した場合の身体の引き取り及び遺留金品の処理その他の必要な措

置をお願いします。 
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７．残置物引取人 
 入所利用が終了した後、当施設に残されたご利用者の所持品(残置物)をご利用者自

身が引き取れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。 

 当施設は、｢残置物引取人｣に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 

 また、引渡しにかかる費用については、ご利用者又は残置物引取人にご負担いただ

きます。 

※入所利用締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入所利用すること

は可能です。 
 
８．サービス内に関する苦情 

 当施設の利用に関するご相談・苦情および介護サービス計画に基づいて提供している各サ

ービスについてのご相談・苦情を承ります。 

  

さうす国見 

電 話：０７４５－６４－３０２０ 

・苦情解決責任者 管理者 福田正親 

・苦情受付担当者 主 任 土井義清 

また、ご意見箱を１階喫茶コーナー前に設置しています。 
 

 

奈良県国民健康保険団体連合会 

〒６４４－００６１ 奈良県橿原市大久保町３０２－１ 

奈良県市町村会館内 

電 話：０７４４－２１－６８１１（相談専用） 

：０１２０－２１－６８９９ 

ＦＡＸ：０７４４－２１－６８２２ 

 

 

奈良県運営適正化委員会 

〒６３４－００６１ 奈良県橿原市大久保町３２０－１１ 

奈良県社会福祉総合センター内 

電 話：０７４４－２９－１２１２（直通） 

ＦＡＸ：０７４４－２９－１２１２（直通） 

 

 

御所市役所 

〒６３９－２２９８ 奈良県御所市１－３ 

電 話：０７４５－６２－３００１（代） 

 

 

奈良県庁 

〒６３０－８５０１ 奈良県奈良市登大路町３０ 

電 話：０７４２－２２－１１０１（代） 
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９．サービス提供における事業者の義務 

当施設は、ご利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。

①ご利用者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

②ご利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連

携のうえ、ご利用者から聴取、確認します。 

③ご利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前までに、要

介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。 

④ご利用者に提供したサービスについて記録を作成し、2 年間保管するととも

に、ご利用者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑤ご利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

  ただし、ご利用者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむ

を得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束

する場合があります。 

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知

り得たご利用者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩

 しません。（守秘義務） 

 ただし、ご利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご

利用者の心身等の情報を提供します。 

 また、ご利用者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書に

て、ご利用者の同意を得ます。 

 

１０．非常災害対策 

 消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計

画に基づき、又消防法第８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行って

います。 

（１）防火管理者は営繕担当職員を当て、火元責任者には部署の代表者を当てます。

（１）始業時・終業時には、火災危険防止のため、自主的に点検を行います。 

（３）非常災害要の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際には防火管理者が

   立ち会います。 

（４）非常災害設備には常に有効に保持するよう務めます。 

（５）火災発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、

   自衛消防団を編成し、任務の遂行にあたります。 

（６）防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施します。 

  ・防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）     年１回以上 

  ・利用者を含めた総合訓練              年１回以上 

  ・非常災害用設備の使用方法の徹底          随時 

（７）その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。
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１１．施設利用の留意事項 

 ご利用にあたって、施設に入所されているご利用者の共同生活の場としての快適性、

安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（１）持ち込みの制限 

   入所にあたり、生活上の最小限の持ち物に限らせていただきます。 

（２）面会 

    面会時間    ９：００～１７：００ （原則） 

※来訪者は、必ず職員に届け出てください。 

※来訪される場合、「生もの」の持ち込みはご遠慮ください。 

  ※施設の感染症予防対策にご理解ください。 

（３）外出・外泊 

   外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 

   但し、外泊については、１ヵ月につき連続して 7 泊、複数の月をまたがる場合

には連続して１２泊以内とさせていただきます。 

   なお、外泊期間中、１日につき２４６円（介護保険から給付される費用の一部）

   をご負担いただきます。 

（４）食事 

   食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった

場合には、「食事に係る自己負担額」は減免されます。 

（５）施設・設備の使用上の注意 

  ・居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

・故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を

壊したり、汚したりした場合には、ご利用者に自己負担により原状に復してい

ただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

・ご利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認め

られる場合には、ご利用者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができ

   るものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、

十分な配慮を行います。 
・当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、

営利活動を行うことはできません。 

（６）喫煙 

   施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 
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１２．損害賠償について 

  当施設において、事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は

速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします 

  ただし、その損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められる場合には、

ご利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害

賠償責任を減じる場合があります。 

 

１３．当施設の概要 

（１）事業者（法人）の概要 
 

名 称 ・ 法 人 種 別  社会福祉法人 仁南会（じんなんかい） 

代 表 者 名  平 井 基 陽 

所 在 地 ・ 連 絡 先 

（住所）奈良県御所市柏原１５９４－１ 

（電話）０７４５－６３－１１０２ 

（FAX）０７４５－６３－１１０４ 

ＵＲＬ 

Ｅmail 

http://www.jinnankai.jp/ 

sausukunimi@jinnankai.jp 
 

（２）事業所の概要 
 

 事業所の名称  さうす国見（さうすくにみ） 

所在地・連絡先 
（住所）奈良県御所市柏原１３２０ 
（電話）０７４５－６４－３０２０ 
（FAX）０７４５－６３－２６１５ 

事 業 所 番 号  ２９７０８００２７８ 
管理者の氏名  福 田 正 親 

 

１４．その他 

 

  上記定めのないものは、介護保険法によります。 
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＜ 重要事項説明書による利用料金表 ＞ 

○介護老人福祉施設サービス費 

・基本（※旧措置者とは平成１２年４月介護保険法施行前に在籍されていたご利用者をいいます。） 

居室区分 介護状態 基本料金 保険適用時負担額 

要介護１ ５，８９０円／日 ５８９円／日 

要介護２ ６，６００円／日 ６６０円／日 

要介護３ ７，３００円／日 ７３０円／日 

要介護４ ８，０１０円／日 ８０１円／日 

個 室 

要介護５ ８，７１０円／日 ８７１円／日 

要介護１ ６，５１０円／日 ６５１円／日 

要介護２ ７，２２０円／日 ７２２円／日 

要介護３ ７，９２０円／日 ７９２円／日 

要介護４ ８，６３０円／日 ８６３円／日 

多床室 

要介護５ ９，３３０円／日 ９３３円／日 

要介護１ ５，８９０円／日 ５８９円／日 

要介護２・３ ６，９９０円／日 ６９９円／日 個 室 

要介護４・５ ８，３６０円／日 ８３６円／日 

要介護１ ６，５１０円／日 ６５１円／日 

要介護２・３ ７，６１０円／日 ７６１円／日 

旧措置者 

多床室 

要介護４・５ ８，９８０円／日 ８９８円／日 
 

・加算（体制） 

項目 基本料金 負担額 

日常生活継続支援加算 ２２０円／日 ２２円／日

夜勤職員配置加算 １３０円／日 １３円／日

看護体制加算（Ⅰ）２ ４０円／日 ４円／日

看護体制加算（Ⅱ）２ ８０円／日 ８円／日

精神科医師療養加算 ５０円／日 ５円／日

栄養ケアマネジメント加算 １４０円／日 １４円／日

・加算（個別） 

項目 基本料金 負担額 

外泊時費用 ２，４６０円／日 ２４６円／日

初期加算 ３００円／日 ３０円／日

経口移行加算 ２８０円／日 ２８円／日

経口維持加算（Ⅰ） ２８０円／日 ２８円／日

経口維持加算（Ⅱ） ５０円／日 ５円／日

療養食加算 ２３０円／日 ２３円／日

看取り介護加算（１） ８００円／日 ８０円／日

看取り介護加算（２） ６８００円／日 ６８０円／日

看取り介護加算（３） １２，８００円／日 １，２８０円／日

退所前後訪問相談援助加算 ４，６００円／回 ４６０円／回

退所時相談援助加算 ４，０００円／回 ４００円／回

退所前連携加算 ５，０００円／回 ５００円／回

在宅復帰支援機能加算 １００円／日 １０円／日
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●居住費 
居室区分 区 分 金  額 

第１段階 ３２０円／日

第２段階 ４２０円／日

第３段階 ８２０円／日
個 室 

上記以外 １，５５０円／日

第１段階 ０円／日

第２段階 ３２０円／日

第３段階 ３２０円／日

保険外サービス 

多床室 

上記以外 ３２０円／日

 
●食費 

区分 金  額 

第１段階 ３００円／日

第２段階 ３９０円／日

第３段階 ６５０円／日

保険外サービス 

上記以外 １，７５０円／日

 

●交通費（入所、退所時及び外出支援時の送迎費用） 

内  容 金  額 

 片道  ５㎞未満 １００円／回

 片道 １０㎞未満 ２００円／回

 片道 １５㎞未満 ３００円／回

保険外サービス 
市外 

 以下同様に５㎞加算につき １００円／回
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○他の利用費 

項目 内  容 利用料金 

特別な食事 ご希望に基づいて特別な食事を提供します。 実費相当額

理髪・美容 月に１回、専門業者による有料理髪・美容サービスをご利用いただ

けます。 

1,300 円／回

～ 

日常生活上必要 

となる諸費用 

日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用でご利用

者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただ

きます。（タオル・歯磨き・歯ブラシ・ティッシュ・石鹸・おしぼり・

エプロン等） 

実費相当額

教養娯楽費 参加いただく施設のレクレーション、クラブ活動参加費として、特

に個別的な費用として材料費相当額をご負担いただきます。 

実費相当額

通信費 電話・はがき・切手・コピー・ファックス等をご利用になった場合

の費用です。 

実費相当額

（10 円～）

光熱水費 個人的に使用する（例えば電気器具の持込）場合に実費相当額をご

負担頂きます。電気ポット（３５円／日）、冷蔵庫（２５円／日）、

テレビ（２０円／日）、テレビデオ（３０円／日）、ラジオ・ラジカ

セ（２０円／日）、電気毛布（４０円／日）、その他については、ご

相談の上料金設定しご負担いただきます。 

実費相当額

居室確保料金 入院・外泊時に居室を確保される場合は居住費をご負担いただきま

す。ただし「福祉施設外泊時費用」の算定期間又は空床型短期入所

事業（ショートステイ）として使用する場合は必要ありません。 

320 円／日

居室管理料金 ご利用者が、利用終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の利

用終了日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る料金 

3,200 円／日

貴重品の管理 

（預り金管理含む） 

ご利用者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。

詳細は、以下の通りです。 

○ 管理する金銭の形態 

施設の指定する金融機関に預け入れている預金 

○ お預かりするもの 

上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、年金証書等 

○保管管理者：施設長 

○ 出納方法 

・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を

保管管理者へ提出していただきます。 

・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き

出しを行います。 

・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しをご

利用者へ交付します。 

1,000 円／月

事務（代行）手数料 介護保険の手続や年金の現況届、恩給の手続き、書類送付、各証明

書や手帳等の更新等の手続きに際し、利用者に負担していただくの

が適当と思われる費用（切手代や移動に伴う交通費等にかかわる費

用）としてご負担いただきます。 

実費相当額

（100 円～）

医薬品に関する費用 ガーゼ・ストマ装具・ウロパック等ご希望に応じて提供した場合の

費用です。 

実費相当額

設備備品等の利用 

または設備等の破損 

業者の請求に基づき、実費をご負担いただきます。 実費相当額

クリーニング ご希望の場合は、職員までお申し付けください。 実費相当額

外出支援料 ご利用者が指定する施設外の場所（医療機関や店舗等）への付添料

としてご負担いただきます。（燃料費別） 

職員１名に

つき半日 

5,000 円 

経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場

合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う１か月前までにご説明します。 
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重要事項説明書（別紙） 
平成２１年４月１日 

■施設利用中に必要となるおこづかい等の管理について 

■施設退所時の金銭清算について 

 

「施設利用費のお支払いと預り金（おこづかい）について」をご参照ください。 

 

■実習生、研修生受け入れに伴うお願い 

 

当施設では社会福祉・介護福祉施設の役割・使命として、明日の福祉介護業界を担う

人材育成に寄与する事が求められています。そのため、年間を通じ介護実習生をはじめ、

介護福祉士、ホームヘルパー、社会福祉士、介護支援専門員、栄養士、医師、看護師、

医療技術等実習研修生を受け入れております。 

つきましては、指導者との場面に同行する場合がございます。ご利用者におかれまし

ては、主旨・事情をご理解いただき、ご承諾・ご協力下さいますようにお願いいたしま

す。 
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＜変更履歴＞ 

平成１６年５月１日 

・施設創設により作成しました。 

平成１７年５月１日 

・姉妹施設「国見苑」改修工事により、職員配置基準、入所定員を変更しました。 

（９６床→１０９床） 

平成１７年１０月１日 

・介護保険法改正により、基本費用・居住費・食費が変更になりました。 

平成１７年１２月１日 

・姉妹施設「国見苑」改修工事終了により、職員配置基準、入所定員を変更しました。 

（１０９床→９６床） 

平成１８年４月１日 

・介護保険法改正により、基本費用・加算が変更になりました。 

平成１８年１１月１日 

・管理者を変更しました。 

平成２０年１月１９日 

・法人の代表者を変更しました。 

平成２１年４月１日 

・介護保険法改正により、基本費用・加算が変更になりました。 
 


